
【財政再建方策の経緯】
平成１６年度に、三位一体改革の名の下、地方交付税等の約２００億円もの大幅なカットが行われた。そこで、
同年１０月に財政再建方策が策定され、平成１７年度からの３年間を集中対策期間として、職員の給与カットや職
員数の削減などによる総人件費の抑制、投資的経費の抑制などの財政再建がなされた。
教職員給与については、平成１７年度から１９年度の本年度にかけて５％、４％、３％とカットされてきた。
（管理職、講師を除く。）

【私たちの思い】
確かに、国・地方共に財政状況が厳しい中であり、県民全体に痛みを伴う改革をしなければならないことは理解
できる。本年度までの給与カットは、やむを得ないだろう。しかし、１７年度から給与カット率が年々順調に減っ
てきたから、財政再建はうまく進んでいるだろう。きっと２０年度からは、給与カットがなくなるはずだ！

【結果】
ところが、１０月７日（金）、『来年度以降３年間給与減額の継続』が、知事・県教育長から全職員へたたき台
として通達された。さらに、翌日の各新聞には、決定事項であるかのように掲載された。
「やっと給与カットが終わると思っていたのに、また続くのか？」
「民間は景気が回復に向かっているのに…」
教職員の中には、諦めにも似た絶望感が広がっている。

県知事・県議会議長・県教育長それぞれに連絡をし、次のような緊急要望を行った。中心要望は、当然１である！

９月２０日（木）１４：００より、県議会議長室において、尾崎道広議長に要望書を渡し、要望を行った。議会
側は、尾崎議長、篠原公七副議長、辻村修自民党政調会長、西川昭吾文教厚生副委員長、斉藤勝範議員の５名。香
教連側は、田中委員長、森事務局長の２名。（詳細は裏面に掲載）

真鍋知事、和泉教育長には直接手渡すことができなかったので、秘書課・高木康博課長、義務教育課・茨木孝治
主任管理主事に手渡し、私たちの意向を伝えた。
「要望なくして改善なし」である。今後、知事・県議会・県教育長には、予算交渉を行ったり、署名を届け
たりして、香教連としての要望をしっかりと伝えていきたい。
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